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Ⅰ 委託業務概要 

 

  1-1 事業名称 

   帝京大学産業保健高度専門職養成の大学院プログラム 

 

1-2 事業責任者（事業全体の統括責任者） 

職   名 大学院公衆衛生学研究科 科長 

氏   名 山岡 和枝 

電話番号 03-3964-1211 （内線：46157 ) 

Ｅ－ｍａｉｌ kazue@med.teikyo-u.ac.jp 

 

 1-3 事業概要 

（1）事業の目的 

昨今、産業構造・雇用構造の変化を受け、専門性を持った産業医あるいは高度な産業保健師

の不足が指摘され、とくに出産・育児期間を経た女性医師あるいは産業保健師の再教育の充実

が求められている。本事業は、「医療・福祉・健康分野」で、女性医師および女性産業保健師

・衛生管理者の「学び直し」に力点を置き、社会人等の学生以外の者を対象とした一定のまと

まりのある学習プログラム（履修証明プログラム）を提供することにより、産業保健分野の高

度人材を養成することを目的とする。事業終了後の平成 29 年度には、コンピテンシー基盤型

教育パッケージ「帝京大学産業保健高度専門職養成の大学院プログラム」として提示する。 

 

（2）事業の意義 

日本の雇用環境では、過重労働による健康障害、特に精神障害の労災認定申請者数は大幅に

増加している。このような状況に対して、厚生労働省は労働者本人や企業のラインによるケア

に加えて事業所内外の専門家による対処を求めている。医師の産業保健領域での専門職は産業

医である。「医師・歯科医師・薬剤師調査」では医師総数は約 27 万人で、登録された日本医師

会認定の産業医の数は約 7 万人、その内、約 600 人が「産業医」の届け出を行っているに過ぎ

ない。このような日本医師会認定産業医と届出による産業医の人数差は、いわゆる「嘱託産業

医」が産業保健を担っていることを示している。 

国内で法的に専属産業医との契約が義務付けられている 1,000 人以上の規模の事業場は

1,537 社、法的に産業医との契約が義務付けられている 50 人規模以上の事業のうち 300 人以

上の規模の事業場は11,024社とされ、その内300～1,000人規模の事業場の約 9,000事業所で、

産業保健の専門職が配置されていないのが実情である。専門的技能が求められる産業保健にお

いて重要な役割を担う高度な産業医は大いに不足している。一方専門性を持った医師が不足す

る中で産業医が十分に配置されない 300～1,000 人規模の事業場で産業保健師の活躍が期待さ

れる。 

このような日本の状況において、出産・育児期間を経た女性医師あるいは産業保健師はもと

より、そもそも増々複雑化する企業活動の中で産業医あるいは産業保健師の再教育の充実が求

められている。社会人が仕事を続けながら、出産・育児期間を経た女性に配慮しつつ、自身の
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職場の問題に対し、より高度なレベルで取り組める能力を獲得する「学び直し」の機会を「履

修証明プログラム」として提供することは、専門職大学院である帝京大学大学院公衆衛生学研

究科の使命の一つであると考える。 

 

 

 1-4 履修証明プログラム内容 

 

産業保健の高度人材の能力を保証するものとして、帝京大学大学院公衆衛生学研究科の大学

院専門職学位課程科目の中の産業保健学に直接関連する科目と、企業等では必ずしも十分には

習得できないがキャリアアップに必要な科学的分析力としての疫学および生物統計学の科目を

必修科目とした（下表）。教育方法の基本はコンピテンシー基盤型教育である。教育方法とし

ては、課題提示でグループディスカッション方式を中心とし、特に、産業保健領域の課題を解

決できる実践能力のコンピテンシーを習得するため、自身の現場の課題を解決する「実地研究」

について、年間を通して実施するよう検討した。 

 

産業保健領域の課題を解決する能力であるコンピテンシーの獲得が教育目標であることか

ら、全ての講義・演習、実習および実地研究について、以下のように、人材別に達成すべき能

力を示した。 

 

【総括産業医・労働衛生コンサルタント】 

単に医療機関から産業現場に場を移した医療活動というのではなく、環境要因が強くかかわ

り、医療の場とは異なった領域の法律制度や会社組織の論理も深く理解し、組織全体の健康意

識を上げる（ヘルシーカンパニーを作る）活動ができる能力を身に付ける。その中には産業医

学の高度な専門家である労働衛生コンサルタントの資格を取得する（試験に合格する）だけで

なく、産業現場で発生する新たな問題を自ら調査・研究し、その解決ができる能力も含まれる。 

 

【産業保健師】 

企業における産業保健業務を遂行するに当たっては多種様々な能力が要請されることから、

職場の産業保健課題を抽出し、対策案を考え、他職種と合意形成を図り、対策実施をリードし、

対策実現ができる能力を獲得する。すなわち、職場の個人の問題を超え、職場、工場あるいは

事業場全体の健全性をアセスメントし、対策を検討し、その対策案を実施するための科学的分

析能力、コミュニケーション能力およびリーダーシップ・マネジメント能力を獲得する。 

 

【安全管理者・衛生管理者】 

作業環境の有害要因の測定および管理で現在行われている作業環境測定の仕組み排気システ

ムを学習し、さらに有害要因への曝露レベルの測定方法についても学習し、結果として選択す

べき対策方法を理解する。さらに、新規有害要因への対応としてのリスク管理の適用能力を獲

得する。 
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【様々な産業保健専門職】 

それぞれの産業保健の専門職として、職場の該当する産業保健課題を抽出し、対策案を考え、

他職種と合意形成を図り、対策実施をリードし、対策実現ができる能力を獲得する。 

 

授業科目と問題解決能力（コンピテンシー）の関係 

授業科目 
問題解決能力（コンピテンシー） 

科学的解析力 ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

疫学概論 A，B，C    

基礎生物統計学 A，B，C    

産業環境保健学概論 C    

産業保健学 A，B，C    

産業中毒学 A    

産業保健高度人材養成実習（産業環境保健学実

習） 
A，B，C A，B，C A，B，C A，B，C 

組織管理学特論  A，B，C A，B，C A，B，C 

特別講義（産業環境保健学）  A，B，C  A，B，C 

特別講義（メンタルヘルス専門職のスキルアップ）  A，B，C A，B，C A，B，C 

特別講義（技術職の労働衛生コンサルタント養成（労働衛生技術））   A，B A，B 

特別講義（産業保健師マネジメント能力育成） B B B B 

実践特別セミナー（統括産業医養成） A A A A 

環境アセスメント実習 A，B，C    

実地研究 A，B，C A，B，C A，B，C A，B，C 

養成人材 ： 産業医(A), 産業保健師（B), 安全衛生管理者等（C） 

 

教員は、帝京大学大学院公衆衛生学研究科、帝京大学大学院医療技術学研究科看護学専攻、(公

財)労働科学研究所を中心として、産業界からも実務教員の参加を要請し、第三者評価委員会等

でのアドバイスを受け、FD の場で科目内容・講義方法の改善を議論した。 

   

受講期間は原則１年とし、授業科目として、必修科目 5 科目(実地研究含む)、選択科目 2 

科目以上とし、合計 159 時間以上を修了要件とした。また、社会人が仕事を継続しながら受講

するため、科目開講の曜日を限定するなどの検討をしたさらに、長期履修制度を導入した。 

 

募集対象としては、以下の産業保健関係資格取得者 10 名程度（実務経験者が望ましい）とし

た。また、以下に該当しない資格については個別に相談に応じることとした。 

 

【産業保健関係資格】 

労働衛生コンサルタント/産業医/保健師/看護師/労働安全コンサルタント/作業環境測定

士/ 安全管理者/衛生管理者/臨床心理士/産業カウンセラー 

 



5 

 

1-5 事業の実施体制 

 

 

〇連携体制 

本事業は、公衆衛生学研究科、医療技術学研究科看護学専攻、女性医師・研究者支援センタ

ーの教員と、事務部の職員が中心となり実施する。その他、学外連携先からの支援を受けなが

ら事業を発展していく。 

 

〇協議の場「アドバイザリーボード」 

産学連携の「協議の場」として、「アドバイザリーボード」を設け、コンピテンシー基盤型教

育のあり方、授業科目・実習・課題研究の担当、学生評価方法などの意思決定を行う。(株)日

立製作所・日産自動車(株)をはじめとする産業界からの識者を交えたアドバイザリーボードを

年 1 回（平成 26 年度は 2 回）開催することとし、産業界等のニーズに関する情報提供、要望

等について協議し運営の向上に努める。また、実習や課題研究の実施について、実習先の確保、

実務家教員の発掘・派遣等の支援を受ける。 

 

〇プログラム共同開発委員会 

「プログラム共同開発委員会」は、帝京大学大学院公衆衛生学研究科、帝京大学大学院医療

技術学研究科看護学専攻、(公財)労働科学研究所、(株)日立製作所および日産自動車(株)の実務

関係者により構成し、カリキュラムや実地研究などの具体的な検討を行い、産業界における情

実施体制

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者：山岡和枝（公衆衛生学研究科教授）
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ：矢野栄二（公衆衛生学研究科教授）

：星直子（医療技術学部看護学専攻教授）

公衆衛生学研究科
（専門職大学院）

医療技術学研究科看護学専攻

女性医師・研究者支援ｾﾝﾀｰ

本部会計課、医学部事務部

労働科学研究所
（連携大学院）

協議の場（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ）日立製作所 日産自動車

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学
公衆衛生学研究所

ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学
公衆衛生大学院

海外提携校

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ共同開発委員会
本学公衆衛生学研究科教員、医療技術学研究科看護学専攻教員
労働科学研究所職員、日立製作所職員、日産自動車産業医、

EMG(ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ）技術者、ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ産業医

帝京大学（事業者）
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報を共有しニーズに合った開発を担当する。年 4 回程度（平成 26 年度は 3 回）開催するもの

とした。 

 

〇海外連携校（ハーバード大学・ケンブリッジ大学等） 

獲得すべきコンピテンシーの一つである国際通用性を習得するため、海外提携校の教員によ

る特別講義を本プログラムの中に組み込むこととした。 

 

 

1-6 平成 26 年度の事業計画・成果目標 

 

 （事業計画） 

 

月 事業の内容 

9 月 事務局体制の確立 

10 月 
第 1 回アドバイザリーボード（協議の場）開催 

第 1 回プログラム委員会開催 

11 月 1．産業保健学等の授業科目の教材作成 

2．「産業安全保健エキスパート養成コース」を参考としたプログラム全体開発 

3．現場実習先の確保と実習の試行 

4．履修要項・募集要項の作成・配布 

5．入学試験（面接）の実施 

6．第 2 回プログラム委員会開催 

12 月 

1 月 

2 月 

3 月 

第 2 回アドバイザリーボード（協議の場）開催 

第 3 回プログラム委員会開催 

第 1 回第三者評価委員会開催 

 

 

 （成果目標） 

① 協議の場としての「アドバイザリーボード」を 10 月・翌年 3 月に開催。履修プログラム全

体について議論し、教育のあり方、教員担当、学生評価等の方針について意思決定する。 

② 「プログラム共同開発委員会」を 10 月に設置。実務関係者を交え、授業教科内容、教員配

置、実習などについての具体的な検討を行う（年度末までに 3 回の開催）。 

③ 看護系大学・総合大学等の産業保健分野の専門家を交えた第三者評価委員会を設置し、年度

末に開催。実施事業内容を報告し、アドバイスを受け、ファカルティ・ディベロップメント

（FD)の場で議論し、教育課程等の改善を行う。 

④ 本プログラムの紹介パンフレットおよび履修要項を作成し、医療・福祉・健康分野の関係方

面、特に関連大学に配布し、周知を図る。 
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Ⅱ 平成 26 年度事業の実施内容 

  

2-1 事務局体制の確立 

事業計画に基づき、本プログラムを実施するに当たり実務を担当する組織としてプログラム

事務局を発足した。経費執行、各種規程等の策定、広報活動、履修要項等作成、説明会実施等

運営全般の実務を行った。毎月 1 回（ないし 2 回）定例事務局会議を開催し、本プログラムの

運営事務について協議を行った。時間は 1 時間程度で、主に、実施状況確認・経費管理・各種

イベント・委員会等の実施計画等を議題とした。 

 

（事務局構成員） 

公衆衛生学研究科教員 3名（矢野（コーディネーター）・原・桑原） 

医療技術学研究科教員 2名（岸・望月） 

板橋キャンパス事務部教務課事務職員 3 名（佐藤・栗原・山本） 

本部会計課事務職員 1 名（寺原） 

 

（平成 26 年度定例事務局会議実施日） 

第 1 回 平成 26 年 11 月 10 日（月） 

第 2 回 平成 26 年 12 月 8 日 （月） 

第 3 回 平成 26 年 1 月 9 日  （金） 

第 4 回 平成 27 年 1 月 30 日 （金） 

第 5 回 平成 27 年 2 月 23 日 （月） 

第 6 回 平成 27 年 3 月 2 日  （月） 

第 7 回 平成 27 年 3 月 30 日 （月） 

 

 

  2-2 規程の策定 

  本プログラムを実施するにあたり、下記の各種規程を整備した。 

・ 「帝京大学産業保健高度専門職養成大学院プログラム」に関する規程 

・ 「帝京大学産業保健高度専門職養成大学院プログラム」アドバイザリーボード規程 

・ 「帝京大学産業保健高度専門職養成大学院プログラム」プログラム共同開発委員会規程 

・ 「帝京大学産業保健高度専門職養成大学院プログラム」第三者評価委員会規程 

・ 「帝京大学産業保健高度専門職養成大学院プログラム」ティーチングアシスタント・リサー 

チアシスタント規程 

 

  2-3 アドバイザリーボードの設置・開催 

 事業計画に基づき、協議の場として「アドバイザリーボード」を組織し、開催した。第 1 回

と第 2 回のアドバイザリーボードは、第 1 回、第 3 回のプログラム共同開発委員会と合同で開

催し、産業保健現場からの多くの識者から貴重な意見が出された。平成 26年度の事業計画にお

ける成果目標を達成することができた。 
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  （第 1 回：平成 26年 10 月 21 日（火）） 

 学内、学外のアドバイザリーボードメンバー、プログラム共同開発委員が出席し、産業界等

のニーズについての情報提供や要望をもとに、アドバイザリーボードの役割、入試の方針等に

ついて協議した。冒頭では冲永寛子常務理事・副学長より、大学のみならず他機関の多様な意

見、アドバイス等をいただきながら本プログラムを実施していきたいとの挨拶があった。平成

26 年度に募集を開始する本プログラムについて、入試の方針に関する重要な協議（志願者資格

の明確化を図り、入学判定は当初予定の面接審査より書類審査を行う等）が活発に行われた。 

 

（出席者） 

  常務理事・副学長（冲永寛子） 

  公衆衛生学研究科教員 3 名（山岡、矢野、原） 

医療技術学研究科教員 2名（星、岸） 

女性医師・研究者支援センター1 名（野村） 

  (公財)労働科学研究所 1 名（北島） 

  その他、第 1 回プログラム共同開発委員会参加者（オブザーバー参加）、担当事務職員 

 

（第 2 回：平成 27 年 3 月 19 日（木）） 

学内、学外のアドバイザリーボードメンバーが出席し、平成 26 年度の実績報告、平成 27

年度の事業計画について協議を行った。特に、受講生募集に効果のあったメールマガジン広

告「保健指導リソースガイド」に早めに広告を出すこと、職場の理解を得るための期間確保

のため、受講生募集を当初予定の 2 月の他 12月にも実施すること等が変更点として決定され

た。 

 

（出席者） 

  公衆衛生学研究科教員 3 名（山岡、矢野、原） 

医療技術学研究科教員 2名（星、岸） 

女性医師・研究者支援センター1 名（野村） 

  (公財)労働科学研究所 1 名（北島） 

  (株)日立製作所 1 名（宮崎） 

  その他、第 3 回プログラム共同開発委員会参加者（オブザーバー参加）、担当事務職員  

 

  2-4 プログラム共同開発委員会の設置・開催 

 事業計画に基づき、プログラム共同開発委員会を組織し、平成 26年度は 3 回開催した。第 1

回と第 3 回は上記アドバイザリーボードと合同で開催し、第 2 回は単独で開催した。平成 26

年度の事業計画における成果目標を達成することができた。 

 

   （第 1 回：平成 26 年 10 月 21 日（火）） 

 学内、学外のプログラム共同開発委員が出席し、教育内容、受講生の募集方法、広報活

動の方法、カリキュラム、実地研究等について協議した。特に受講生募集のための広報活

動については、学会でのブース展示やホームページの作成、雑誌広告等の具体的な案が提
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案された。 

 

（出席者） 

  帝京大学教員 9 名（山岡、矢野、原、松浦、桑原、星、岸、望月、宮川） 

  女性医師・研究者支援センター1 名（野村） 

  (株)ブリヂストン 1名（杉澤） 

  (公財)労働科学研究所 2 名（北島、吉川） 

  (株)日立製作所 2 名（磨田・岩井川） 

  日産自動車(株)1 名（宋） 

  (株)OH コンシェルジュ 1 名（東川） 

  その他第 1 回アドバイザリーボードメンバー（オブザーバー参加）、事務担当職員・

コンサルタント（大神） 

 

（第 2 回：平成 26 年 12月 16 日（火）） 

 学内、学外のプログラム共同開発委員が出席し、募集要項、ホームページ立ち上げ、広

報活動の方法、シラバス、教材作成、第三者評価委員会等について協議した。特に応報活

動については、委員会開催当時志願者がいない状態であったため、広報活動の見直し、タ

ーゲットの絞り直し等について活発な意見交換が行われた。 

 

（出席者） 

  帝京大学教員 7 名（山岡、矢野、原、松浦、桑原、岸、望月） 

  女性医師・研究者支援センター1 名（野村） 

  (株)ブリヂストン 1名（杉澤） 

  東燃ゼネラル石油(株)1 名（橋本） 

  (公財)労働科学研究所 1 名（北島） 

  (株)日立製作所 2 名（磨田・岩井川） 

  (株)OH コンシェルジュ 1 名（東川） 

  その他担当事務職員 

 

   （第 3 回：平成 27 年 3 月 19 日（木）） 

学内、学外のプログラム共同開発委員が出席し、平成 26 年度の取組みの報告、平成 27

年度開講に向けての準備状況、また、次年度の受講生募集および確保に向けての戦略等に

ついて協議した。特に出願者の 8 割が保健師、看護師であったため、産業医確保に向けて

選考スケジュールを検討するなど具体的な意見が出された。また、4 月から円滑に受講生

を受け入れられるよう科目ごとの準備状況や受入体制について協議がなされた。さらに、

ケースに基づく教科書づくりを行う手順、方法などについて議論、検討を重ねていくこと

となった。 

 

（出席者） 

  帝京大学教員 8 名（山岡、矢野、原、松浦、桑原、岸・望月、宮川） 
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  (株)ブリヂストン１名（杉澤） 

  東燃ゼネラル石油(株)1 名（橋本） 

  (公財)労働科学研究所 1 名（北島） 

  (株)日立製作所 2 名（磨田・岩井川） 

  日産自動車(株)1 名（宋） 

  キヤノン(株)1 名（伊藤） 

  その他担当事務職員 

 

 2-5 教材作成  

平成 27 年度からの授業で使用する教材のいくつかのケース例を作成した。ケース教材作成は、

プログラム共同開発委員会の下に設置した「プログラム小委員会」で検討を行うこととした。プ

ログラム小委員会は技術系の「労働衛生技術」・「環境アセスメント」、保健師系の「産業保健

師マネジメント」・「メンタルヘルス」、産業医系の「統括産業医養成」の各プログラムについ

て組織した。 

 

 2-6 プログラム全体開発 

プログラム全体の開発にあたり、「産業安全保健エキスパート養成コース」を参考にした。「産

業安全保健エキスパート養成コース」とは、本プログラムで本学と連携している(公財)労働科学

研究所が開講している講座である。本講座は実務経験のある社会人向けの短期集中講座であり、

本学のプログラム内容（夏季特別講座等）を構築するにあたって参考となる部分が多く、上記講

座の内容を参考とし、履修証明プログラムの全体開発を行った。 

プログラムの内容としては、科学的分析を踏まえて現場の問題解決を実践できる能力を養うた

め、大学院公衆衛生学研究科の科目を活かし、夏の特別講座を中心に現場のケースを取り上げる

プログラムとした。現場の問題解決を望む受講生を可能な限り選抜することとした。授業でグル

ープ討議を行い、発表し、実地研究報告書としてまとめることを通じて、授業で得た知識を実践

できる能力に高められるようなプログラムを開発した。 

 

 2-7 現場実習先の確保と実習の試行 

本プログラムで本学と連携している、(公財)労働科学研究所、(株)日立製作所、日産自動車(株)

のプログラム共同開発委員と検討し、現場実習先はできるだけ産業保健の体制が整っていない事

業場を対象とすることにした。平成 26 年度は帝京大学大学院公衆衛生学研究科で開講している

「産業保健学」において、3 か所の実習先で職場巡視をした。実習の試行として、産業保健学受

講生に対し、グループ討議と提案型の最終レポート作成を義務付けた。平成 26 年度の試行の結果

を踏まえ、本プログラムにおける来年度の実地研究を実施する。 

 

2-8 広報活動 

本プログラムを広く学外に周知し、応募者を募るために様々な媒体を使い広報活動を行った。

媒体の選定については、プログラム委員会での協議内容を反映し、定例事務局会議でも活発な意

見交換を行いながら、効率的かつ安価な方法での広報活動を実施した。また、学会での広報活動

を積極的に行った。 
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（実施実績） 

媒体 実施内容 

学会での広報活動 産業衛生学会全国学会 

（平成 26 年 9 月 24 日～27 日ポスター展示・チラシ配布） 

日本衛生学学会 

（平成 26 年 11 月 4 日～6 日チラシ配布） 

日本公衆衛生看護学会学術集会 

（平成 27 年 1 月 10 日～11 日ポスター展示・チラシ配布） 

雑誌掲載 ヘルスアップ 21 産業看護 公衆衛生 労働の科学 日本公衆衛生雑誌 

安全と健康 日本労働安全衛生コンサルタント 

メールマガジン広告

・ウェブ記事 

保健指導リソースガイド 

ポスター・チラシ A3 ポスター（作成 500 部  配布先：看護系大学等） 

A4 チラシ （作成 1500 部 配布先：看護系大学等） 

社会人学び直し大学

院プログラムポータ

ルサイト 

文部科学省の当該プログラム共通ポータルサイトへの掲載。 

平成 27 年 2 月 16 日に山梨大学で行われた説明会に参加。3 月 6 日に掲

載原稿・情報提供シート等を提出。3 月 13 日から一般公開。 

ホームページ 本学ホームページに情報記載 

 

平成 27 年度の本プログラム受講生に実施したアンケート（複数回答可）による、本プログラム

の情報入手先は以下の通り。 

 学会等のイベント会場のチラシ 1 名（13％）（産業衛生学会会場） 

 パンフレット         1 名（13％） 

 情報誌            0 名（0％） 

 ネット情報          5 名（63％）（メールマガジン保健指導リソースガイド） 

 ポータルサイト        2 名（25％） 

 本学ホームページ       2 名（25％） 

 他社からの紹介        1 名（13％）（友人からの紹介） 

 その他            0 名（0％）           

 

メールマガジン広告の効果が高いことが分かった。比較的安価で掲載できるため、次年度以

降の広報活動でも積極的に使用していくこととした。 

 

2-9 履修要項・募集要項の作成・配布 

募集要項（平成 27 年度受講生募集要項）については、プログラム共同開発委員会での協議内容

を盛り込んで作成した。内容は本プログラムの概要、カリキュラム概要のほか、志願表、志願理

由書、長期履修申請書を同封した。募集要項は 300 部作成し、看護系大学や学会等で配布した。 

履修要項（平成 27 年度履修証明プログラム要項）についても同様にプログラム共同開発委員会

での協議内容を盛り込み作成した。本プログラムの教育方針や、人材別の達成すべき能力等を明
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確にし、年間の時間割表やシラバス等を記載した。履修要項は 100 部作成し、受講生に配布した。 

 

2-10 プログラム説明会開催 

本プログラムについて直接説明する機会として、プログラム説明会を開催した。説明会では、

本プログラム担当教員からプログラムの概要説明、授業内容の一例紹介、募集要項の説明等を行

い、その後質疑応答を行った。説明会の他、希望者に対しては個別面談を行い、より詳しく内容

を知ってもらえるよう対応した。また、個別にメールでの問い合わせ等にも対応した。さらに、

有効な広告媒体を調査するため説明会参加者へは適宜広告媒体に関するアンケートを実施し、集

計結果をもとに、定例事務局会議の場で効果的な広告媒体について検討を行った。 

 

（説明会実施日程） 

 日時 申込者 参加者 うち志願者（男女別） 

第 1 回 平成 26 年 12 月 6 日（土） 3 名 2 名参加 1 名 （男 0 女 1） 

第 2 回 平成 27 年 1 月 12 日（月） 2 名 1 名参加 1 名 （男 0 女 1） 

第 3 回 平成 27 年 2 月 7 日（土） 7 名 5 名参加 3 名 （男 1 女 2） 

第 4 回 平成 27 年 2 月 28 日（月） 10 名 9 名参加 6 名 （男 0 女 6） 

個別相談 随時 6 名 5 名参加 4 名 （男 0 女 4） 

合計 28 名 22 名参加 15 名（男 1 女 14） 

 

 

 2-11 出願者数および合格者数 

募集試験は 3 回に分けて実施した。それぞれの出願期間終了後、志願者に対して書類審査を行

い、選考を行った。下記の通り、18 名の志願、うち 10 名に対し合格の通知を行った。なお、受

講手続を行ったのは 8 名（うち長期履修 6 名）であった。入学者の男女別内訳としては、男性 1

名、女性 7 名であり、女性の学び直しに力点を置く本プログラムの趣旨に沿う結果となった。 

 

 募集人数 平成 26 年度募集期間 出願者数 合格者 合格者男女別 

第 1 回 

 

10 名 

11 月 12 日  ～ 12 月 15 日 
0 名 

（0 名） 

0 名 

（0 名） 
― 

第 2 回 1 月 6 日  ～ 2 月 4 日 
2 名 

（1 名） 

2 名 

（1 名） 

男 1 女 1 

（男 1 女 0） 

第 3 回 2 月 16 日  ～ 3 月 10 日 
16 名 

（12 名） 

8 名 

（6 名） 

男 0 女 8 

（男 0 女 6） 

合計  
18 名 

（13 名） 

10 名 

（7 名） 

男 1 女 7 

（男 1 女 6） 

                               括弧内の数字は長期履修生数 

 

 2-12 第三者評価委員会の設置・開催 

事業計画に基づき、第三者評価委員会を組織した。平成 26 年度の委員会メンバーは 4 名（大
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神労働衛生コンサルタント事務所所長・(公社)産業医学振興財団理事長・産業医科大学産業生態

科学研究所産業保健管理学教授・(学法)麻布獣医学園麻布大学名誉教授）。平成 27 年 3 月 31 日

（火）に第三者評価委員会を実施し、事業の説明、平成 26 年度の成果報告を行った後、質疑応

答を行った。また、評価委員には評価シートを配布し、最終的な評価を書面にて提出していただ

いた。評価シートの評価項目および評価結果、主な意見・改善点等は以下のとおりである。 

  

評価項目 出来ている 検討の余地あり 出来ていない 

1. 目的・目標設定 4 名 ― ― 

2. 管理運営体制 3 名 1 名 ― 

3. 教育課程・内容 4 名 ― ― 

4. 受講生の受入・選抜 3 名 1 名 ― 

5. 受講生支援 4 名 ― ― 

総合評価（5 段階） A＋（目標を超える進展）      0 名 

A  （目標に向けて順調に進展）   3 名 

A－（目標に向けおおむね順調に進展） 1 名 

B （目標に対し遅れがある）     0 名 

C （目標に対して大きな遅れがある） 0 名 

主な意見・要望等 ○全体として高い目標を明確にしつつ現実面も十分に配慮した適

切なプログラムとなっている。順調にスタートしている状況で

あり、今後継続的に改善を加えながら大きな成果を上げること

を期待する。 

○内容の濃いカリキュラムである。受講生がより現場で活躍でき

るよう研究的視点や考え方を、現場の言葉で、現場に伝える工

夫もできるようになるとよい。 

○十分な期間がない中で、体制整備、受講生募集、開講が順調に

進展したと判断する。 

○2 年度目は、医師や企業内安全衛生専門職がより多く受講する

ことを期待する。 

○受講生による改善提案・助言等募集するのが良い。 

○「看護・人間工学」はまとめて 1 コマのようだが、現場ではよ

く課題になる事項であるので、必修化、実習化を含めて充実し

てはどうか。 

○専門職養成のプログラムは現場との連携が最重要課題である。

協力が得られる企業以外にも、積極的に働きかけていくことが

求められる。 

  

2-13 ハーバード特別講義実施 

海外連携校の教員による特別講義として、ハーバード大学公衆衛生大学院の David Christiani

教授による講義「産業医学入門コース」（計 8 コマ講義）を実施した（平成 27 年 1 月 8 日（木）

～1 月 11 日（日））。次年度以降の本プログラムの教材として生かすため、英語で行われた講義
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を日本語に翻訳し資料とした。海外の最新事情や最先端の知識に触れ、グローバルな視点や高い

コンピテンシーを身につけるための有効な教材として次年度以降適宜使用していく。また、本講

義は選択科目として次年度以降も継続して実施する。 
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Ⅲ 事業総括および平成 27 年度事業計画 

 

3-1. 効果ならびに課題・改善点 

（1）管理運営体制 

当初の予定通り、事務局、アドバイザリーボード、プログラム共同開発委員会、第三者評価

委員会を設置した。また、必要な規程を整備し、それぞれの委員会の目的に即して議論・決議

を行った。第三者評価委員会では、「目標に向けて順調に進展」との評価を得ることができた。 

 

（2）カリキュラム内容 

アドバイザリーボードならびにプログラム共同開発委員会にて、教育方針や授業科目・内容

について協議し、平成 27 年度履修証明プログラム要項（シラバス）を作成した。平成 27 年度

からの受講生の受け入れの準備を整えた。 

 

授業科目 

区分 授業科目 授業形態 ｺﾏ数 時間数 

必修 

科目 

疫学概論 講義 15 

90時間 

基礎生物統計学 講義 15 

産業保健学 講義 15 

産業保健高度人材養成実習（産業環境保健学実

習） 
実習 15 

実地研究 実習 30 45時間 

選択 

科目 

産業環境保健学概論 講義・演習 8 12時間 

産業中毒学 講義・演習 8 12時間 

組織管理学特論 講義・演習 8 12時間 

特別講義（産業環境保健学） 講義（集中） 8 12時間 

特別講義（メンタルヘルス専門職のスキルアップ） 講義（集中） 8 12時間 

特別講義（技術職の労働衛生コンサルタント養成） 講義（集中） 8 12時間 

特別講義（産業保健師マネジメント能力育成） 講義（集中） 8 12時間 

環境アセスメント実習 実習 8 12時間 

実践特別セミナー（統括産業医養成） 演習 8 12時間 

 

（3）受講生の受入・選考について 

応募者を募るため、以下の広報活動を行った。 

①学会等でチラシを配布 ②雑誌掲載 ③メールマガジン広告の配信 

④ポスターの掲示    ⑤説明会の実施 

その効果として、18 名の志願者があり、10 名が合格した（競争率 1.8 倍）。 

課題として、医師や安全衛生専門職の受講が少ないことが挙げられた。今後は、これらの

専門職の受講が増えるような対策が求められる。 
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3-2. 平成 27 年度の事業計画 

 

（1）事業内容 

 

月 内 容 

4 月 受講者向けオリエンテーションの開催、授業科目の開始 

4－7 月 前期授業科目の開始 

6 月 第 4 回プログラム共同開発委員会開催 

7 月 実地研究の中間報告会 

8－9 月 夏期集中講義・演習の実施 

9 月 第 5 回プログラム共同開発委員会開催 

9－12 月 
e-learning 教材作成準備 

後期授業科目の開始 

1 月 
冬期集中講義の実施（ハーバード特別講義） 

第 6 回プログラム共同開発委員会開催 

2 月 実地研究の最終報告会 

3 月 

第 7 回プログラム共同開発委員会開催 

第 3 回アドバイザリーボード（協議の場）開催 

第 2 回第三者評価委員会開催 

履修証明書授与 

 

（2）継続目標 

平成 26 年度に引き続き、以下の目標を掲げた。 

・ 協議の場としての「アドバイザリーボード」を年 1 回（3 月）に開催。本事業全体に

ついて議論し、教育のあり方、教員担当、学生評価等の方針について意思決定する。 

・ 「プログラム共同開発委員会」を年 4 回開催。実務関係者を交え、科目内容、教員配

置、実習などについての具体的な検討を行う。 

・ 「第三者評価委員会」を、年１回（3 月）開催。本事業の実施事業内容を報告した上

でアドバイスを受け、ファカルティ・ディベロップメント（FD）の場で議論し、教育

課程等の改善を図る。 

・ 本事業のパンフレットおよびホームページを作成し、医療・福祉・健康分野の関係方

面や関連大学へ本学の取組みや活動内容について周知する。 

 

（3）新規目標 

  平成 27 年度は新たに、以下の目標を掲げた。 

・ 受講を円滑に行うために必要な環境・教材の整備、マニュアルの作成等を行う。 

・ 実プログラムを運用し、受講状況、受講生や教員による評価等をもとに、プログラム

の内容の改善を図る。 
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・ e-learning 教材、ケーススタディの事例を含む教材の作成を行う。 

・ 医師（産業医）の受講を増加させるため、日本医師会認定産業医研修会等との連携を

図る。 

・ 受講生の所属機関・企業との継続的な協力関係の確立のあり方を検討する。 

・ 平成 29 年度以降の本プログラムの継続について検討する。 

 

 














































































































































